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Ⅱ 届出等の手続き 
１ 届出等手続きフロー（概要） 

                                         説明ページ 
       計  画  概  要  書  の  作  成             ｐ４ 

 
 
 
 
        建  物  設  置  者  の  届  出    （公告・縦覧）  ｐ５ 
           （届出後、８月の開店・変更制限） 
 
                    説明会の開催                 ｐ５ 
                    （届出から２月以内） 
 
                    住民等の意見書提出（公告・縦覧）       ｐ５ 
                    （届出の公告から４月以内） 
 
                    市町村の意見書提出（公告・縦覧）       ｐ５ 
                    （届出の公告から４月以内） 
                                
         県   の   審   査          必要に応じ専門家の意見 

 
意 見 な し     意   見   あ   り    （公告・縦覧）        ｐ６ 

    （８月制限解除） 
 
           県の意見に伴う対応策の提示 （公告・縦覧）        ｐ６ 
             （提示後、２月の開店・変更制限） 
 
 
                     市町村の意見書提出 
 
                                

 県   の   審   査       必要に応じ専門家の意見 
   

     勧告しない    勧 告 す る   （公告）           ｐ６ 
                  （対応策提示から２月以内） 
 
 
                    勧告に伴う変更届  （公告・縦覧）       ｐ６ 
 
                                 
                    県  の  審  査 （勧告に従わない場合、公表）ｐ６ 
 
 
 

開    店  ・  変    更 
 

※詳細については、右に記載してある説明ページをご覧ください。 


